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一

 
「
日
記
文
学
史
の
可
能
性
」
（
日
本
文
学
 
昭
和
五
八
・
五
）
そ
の
他
で
何

度
も
論
じ
た
よ
う
に
、
記
録
を
目
的
と
し
た
日
記
と
日
記
文
学
と
は
ま
っ
た
く

別
の
も
の
で
あ
っ
た
。
文
学
と
し
て
の
日
記
を
創
造
し
た
の
は
『
土
佐
日
記
』

で
あ
り
、
『
土
佐
日
記
』
が
ま
だ
固
持
し
て
い
た
日
次
の
形
式
を
も
破
っ
て
回

想
記
に
日
記
と
い
う
名
を
選
び
採
っ
た
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
で
あ
る
の
だ
が
、

『
土
佐
日
記
』
が
記
録
と
し
て
の
漢
文
日
記
を
強
く
意
識
し
て
書
か
れ
た
作
品

で
あ
る
こ
と
は
、
本
誌
前
々
号
の
『
土
佐
日
記
』
論
で
詳
述
し
た
と
お
り
で
あ

る
。
ま
た
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
に
し
て
も
、
道
綱
母
が
伝
統
的
な
日
次
の
日

記
に
深
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
自
ら
の
新
し
い
形
の
作
品
に
日
記
と

い
う
名
称
を
選
び
採
っ
た
の
だ
し
、
彼
女
自
身
か
な
で
は
あ
る
が
日
次
の
日
記

を
書
い
て
い
た
時
期
の
あ
っ
た
こ
と
も
、
前
掲
の
論
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

日
記
文
学
の
成
立
に
記
録
と
し
て
の
漢
文
日
記
の
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
。

そ
こ
で
記
録
と
し
て
の
漢
文
日
記
の
歴
史
も
き
ち
ん
ど
押
さ
え
て
お
く
必
要
が

あ
る
こ
と
に
な
る
。

 
わ
が
国
に
お
け
る
日
記
と
い
う
語
の
初
見
は
外
記
に
関
わ
る
用
例
で
あ
る
。

玉
井
幸
助
氏
『
日
記
文
学
概
説
』
は
『
類
聚
符
宣
抄
』
の
第
六
「
公
卿
分
配
事
」

の
条
に
収
め
ら
れ
て
い
る
弘
仁
十
二
年
（
八
二
一
）
の
次
の
文
書
中
の
も
の
を

初
見
と
さ
れ
た
。
以
下
『
類
聚
符
回
議
』
な
ど
の
史
書
は
特
に
断
ら
な
い
か
ぎ

り
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
に
よ
る
。
句
読
点
・
返
り
点
な
ど
は
若
干
私
見
に
よ

る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

 
 
右
大
臣
宣
、
諸
捺
印
寒
具
返
御
文
、
其
参
入
外
記
所
レ
知
也
。
後
有
二
可

 
 
レ
要
事
一
、
須
レ
頭
芋
其
外
記
一
。
自
レ
今
以
後
、
令
レ
載
二
心
外
記
於
日
記
一
。

 
 
又
勘
返
聖
旨
、
著
二
干
返
文
端
一
。

 
 
 
 
 
弘
仁
十
二
年
七
月
十
三
日
 
 
 
少
外
記
桑
原
公
広
田
植
 
奉

 
右
大
臣
と
は
藤
原
冬
嗣
で
あ
り
、
外
記
の
日
記
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

『
類
聚
耳
管
抄
』
第
六
の
「
外
記
職
掌
」
の
項
に
右
大
臣
藤
原
園
人
の
宣
が
収

め
ら
れ
て
い
て
、
前
掲
の
冬
嗣
の
宣
の
背
景
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 
 
応
二
御
所
記
録
庶
事
外
記
内
記
共
預
一
事

 
 
右
黒
山
右
大
臣
宣
一
称
。
依
レ
令
、
外
記
掌
下
勘
二
詔
奏
一
及
検
中
出
稽
失
上
、

 
 
内
記
掌
レ
七
二
詔
勅
及
御
所
記
録
一
。
拠
レ
此
而
所
レ
掌
梢
異
。
挙
レ
綱
而
論
、

 
 
事
合
二
相
通
一
。
何
者
、
内
裏
行
事
、
大
臣
所
レ
預
。
至
レ
有
二
稽
失
一
、

 
 
誰
能
検
出
。
若
 
御
所
録
事
、
外
記
里
預
、
則
内
裏
儀
式
、
山
豆
致
二
違
失

 
 
一
。
自
レ
今
以
後
、
御
所
儀
例
、
外
記
同
録
。
以
備
二
顧
問
一
。
如
不
二
遵
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奉
一
、
彼
此
有
レ
違
、
預
レ
事
之
人
、
解
二
却
見
任
一
。
事
縁
二
 
勅
語
一
、

 
 
不
レ
得
二
疎
漏
一
業
。
今
録
二
宣
旨
一
、
立
為
二
恒
例
一
。

 
 
 
 
 
弘
仁
六
年
正
月
廿
三
日

 
 
 
 
 
 
 
 
参
議
従
三
位
行
左
大
弁
兼
備
前
守
秋
篠
朝
臣
安
人
 
奉

 
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）
の
宣
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
養
老
律
令
』
（
日

本
思
想
大
系
本
に
よ
る
）
の
職
員
令
に
は
、
太
政
官
の
項
に
外
記
の
職
掌
が
、

 
 
大
外
記
二
人
。
掌
。
勘
二
詔
奏
一
。
及
読
二
申
公
文
一
。
勘
二
署
文
案
一
。

 
 
検
二
出
稽
失
↓
。

と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
内
記
に
つ
い
て
は
、
中
務
省
の
項
に
、

 
 
大
内
記
二
人
。
掌
。
造
二
詔
勅
一
。
凡
 
御
所
記
録
事
。

と
あ
る
。
と
こ
ろ
が
弘
仁
六
年
の
宣
に
よ
れ
ば
、
内
裏
の
行
事
は
大
臣
の
管
轄

で
あ
り
、
稽
失
（
公
務
の
遅
滞
、
公
文
の
過
失
。
注
1
）
を
だ
れ
が
よ
く
判
断

で
き
ょ
う
か
、
と
い
っ
て
い
る
。
内
記
の
職
掌
に
は
「
検
二
出
稽
失
一
」
が
な

い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
大
臣
の
直
属
で
「
検
二
出
右
書
一
」
を
職
掌
と
す
る

外
記
が
御
所
の
記
録
に
内
記
と
共
に
預
か
れ
ば
稽
失
は
起
こ
ら
な
い
だ
ろ
う
と

い
う
こ
と
で
、
以
後
御
所
の
記
録
に
も
外
記
は
関
与
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
玉
井
幸
助
氏
は
こ
の
時
か
ら
外
記
日
記
が
始
ま
っ
た
と
さ
れ
、
木
本
好

信
氏
も
〈
こ
れ
に
よ
っ
て
、
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）
よ
り
、
「
以
備
二
顧
問
一
」

た
め
に
、
『
外
記
日
記
』
が
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
〉
と
述
べ
て

お
ら
れ
る
（
注
2
）
。
弘
仁
十
二
年
の
宣
は
当
然
こ
の
宣
の
延
長
線
上
に
あ
る

わ
け
で
あ
る
。

 
一
見
、
新
し
く
記
す
よ
う
に
な
っ
た
外
記
の
日
記
に
「
諸
捺
印
井
手
返
之
文
」

を
も
記
入
す
る
よ
う
に
せ
よ
と
い
う
宣
の
よ
う
に
も
読
め
る
。
し
か
し
、
弘
仁

十
二
年
の
宣
で
興
味
深
い
の
は
、
「
外
記
ヲ
シ
テ
日
記
二
載
セ
シ
メ
ヨ
」
と
い
っ

て
い
る
「
諸
捺
印
勘
返
之
文
」
と
は
そ
の
宣
自
身
が
「
其
参
入
外
記
之
所
レ
知

也
」
と
続
け
て
い
る
よ
う
に
『
令
』
に
規
定
さ
れ
た
外
記
の
本
務
の
一
つ
で
あ
っ

た
。
捺
印
は
先
に
記
し
た
職
務
に
は
直
接
示
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
太
政
官
の

上
司
少
納
言
の
職
務
と
し
て
『
令
』
に
は
「
監
二
官
印
一
」
が
あ
り
、
例
え
ば

詔
勅
な
ら
内
記
の
作
っ
た
も
の
を
外
記
が
校
勘
し
て
草
案
を
書
き
、
そ
れ
（
勘

返
之
文
）
を
内
記
が
清
書
し
、
少
納
言
が
捺
印
す
る
こ
と
に
な
る
。
位
記
な
ら

原
案
作
成
者
は
中
務
卿
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
外
記
の
本
務
が
外
記
の
日
記
に

書
か
れ
る
の
は
あ
ま
り
に
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
弘
仁
十
二
年
の
宣
は
、
「
後
有

二
可
レ
問
事
一
、
須
レ
問
題
其
外
記
一
」
と
い
う
文
か
ら
も
察
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
、
諸
捺
印
井
載
量
副
文
に
関
与
し
た
外
記
が
、
そ
れ
が
本
務
で
あ
る

こ
と
を
自
覚
し
、
外
記
日
記
に
も
自
ら
が
書
き
込
み
、
後
に
疑
問
が
出
れ
ば
そ

の
外
記
本
人
に
問
う
べ
き
こ
と
（
即
ち
本
人
が
責
任
を
も
っ
て
答
え
る
べ
き
こ

と
）
を
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
こ
こ
で
も
う
一
つ
注
意
し
た
い
記
録
は
『
政
治
要
略
』
二
十
九
・
年
中
行
事

十
二
月
置
・
営
業
の
項
に
引
か
れ
て
い
る
外
記
別
日
記
と
称
す
る
も
の
で
、
岩

橋
小
弥
太
氏
指
摘
の
も
の
で
あ
る
（
注
3
）
。

 
 
延
暦
九
年
置
三
月
十
五
外
記
別
日
記
云
、
延
暦
八
年
十
二
月
差
八
日
二
時
、

 
 
皇
大
夫
人
情
二
於
中
宮
一
。
上
即
位
生
日
、
尊
為
二
皇
大
夫
人
一
。
六
事
、

 
 
神
祇
官
天
応
元
年
記
文
云
、
未
二
軍
葬
送
一
。
伍
止
二
大
祓
一
。
又
不
レ
追

 
 
レ
鬼
者
。
朝
議
以
為
有
二
喪
解
除
一
者
。
世
俗
所
為
以
レ
此
面
レ
之
。
大
祓

 
 
何
妨
。
傍
不
レ
三
二
其
事
一
。
進
二
御
麻
｝
事
、
伝
二
授
内
侍
一
、
進
二
於
御

 
 
所
一
。
不
レ
用
二
常
儀
式
一
。
正
月
一
日
依
二
日
蝕
一
停
二
挙
哀
一
。
六
日
、

 
 
献
二
卯
杖
一
。
其
朝
廷
者
、
直
進
二
勅
所
一
。
中
宮
者
一
如
二
平
生
一
。
皇

 
 
后
春
宮
両
云
云
進
レ
衛
。
七
日
、
停
二
青
馬
御
覧
一
。
十
二
日
重
葬
衛
士
、
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依
二
勝
宝
生
年
例
一
、
定
二
三
豊
一
着
二
商
布
一
。

 
延
暦
九
年
目
七
九
〇
）
閏
三
月
十
日
桓
武
天
皇
の
皇
后
藤
原
乙
早
漏
が
崩
じ

た
（
斎
日
本
紀
）
。
こ
れ
は
葬
儀
と
そ
の
後
の
宮
廷
の
儀
式
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、

延
暦
八
年
十
二
月
二
十
八
日
に
崩
じ
た
皇
太
后
の
高
野
新
詩
の
と
き
の
例
を
記

し
た
、
延
暦
九
年
閏
三
月
十
五
日
の
外
記
日
記
か
ら
引
用
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
文
中
傍
線
を
付
し
た
天
応
元
年
と
い
う
年
号
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
か

ね
ば
な
ら
な
い
。
底
本
に
用
い
た
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
『
政
治
要
略
』
の
本

文
は
「
天
慶
元
年
」
で
あ
り
、
頭
注
に
は
「
天
慶
元
年
、
恐
誤
。
按
下
文
或
係

延
暦
九
年
事
」
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
天
慶
元
年
（
九
三
八
）
は
た
し
か
に
お

か
し
い
。
後
人
の
追
記
だ
と
し
て
も
、
こ
の
年
に
は
天
皇
も
皇
后
も
崩
じ
て
は

い
な
い
か
ら
そ
れ
も
あ
り
え
な
い
。
藤
原
乙
牟
漏
は
閏
三
月
十
日
に
崩
じ
、
同

月
二
十
八
日
長
岡
山
陵
に
葬
ら
れ
た
（
続
日
本
紀
）
。
と
こ
ろ
が
こ
の
年
の
神

祇
官
記
文
に
は
「
五
二
御
葬
送
 
、
道
止
二
大
祓
一
」
と
あ
り
、
延
暦
九
年
の
こ

と
で
も
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
岩
橋
小
弥
太
氏
や
西
本
昌
弘
氏
（
注
4
）
に

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
資
料
だ
が
、
「
権
記
』
長
保
三
年
（
一
〇
〇
一
）
閏

十
二
月
二
十
九
日
条
に
（
史
料
纂
集
本
に
よ
る
。
括
弧
内
原
傍
注
。
返
り
点
を

私
に
付
し
た
）
東
三
条
院
詮
子
崩
御
に
か
ら
ん
で
、

 
 
追
灘
事
止
。
天
応
・
延
暦
例
也
。
件
年
例
用
（
重
力
）
史
不
レ
可
レ
随
。

 
 
外
記
無
二
記
文
一
。
而
右
中
事
朝
経
許
問
。
五
三
延
暦
九
年
外
記
記
文
具

 
 
載
二
二
由
一
。
以
レ
彼
被
レ
行
也
。

と
あ
る
こ
と
や
『
日
本
昼
過
』
長
保
三
年
閏
十
二
月
二
十
八
日
条
に
「
右
大
臣

仰
云
、
任
二
天
応
．
延
暦
之
例
一
、
被
レ
仰
下
下
可
レ
停
二
止
追
手
｝
之
差
上
」
か

ら
見
て
、
「
天
慶
」
が
「
天
磨
」
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
こ
の

年
十
二
月
二
十
三
日
に
は
桓
武
天
皇
の
父
光
仁
上
皇
が
崩
じ
て
い
る
（
続
日
本

記
録
と
し
て
の
日
記
の
考
察

日
記
文
学
前
史
一

紀
）
。
内
容
か
ら
見
て
天
応
の
神
祇
官
記
文
は
こ
の
文
の
最
後
ま
で
続
く
の
で

あ
ろ
う
。
正
月
一
日
に
黒
具
が
停
止
さ
れ
た
と
い
う
の
は
閏
三
月
の
乙
牟
漏
に

は
合
わ
な
い
。
た
だ
正
史
に
見
え
る
元
日
日
食
は
こ
の
前
後
延
暦
八
年
だ
け
と

い
う
疑
問
は
の
こ
る
。
計
算
の
誤
り
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

 
こ
れ
は
単
な
る
御
所
の
記
録
な
ど
で
は
な
い
。
西
本
昌
弘
氏
は
こ
れ
を
皇
后

崩
御
後
に
出
さ
れ
た
外
記
誓
文
と
見
て
お
ら
れ
る
が
、
神
祇
官
の
天
応
元
年
（
七

八
一
）
の
記
録
を
も
調
査
し
て
作
っ
た
勘
文
が
、
勘
返
の
日
付
と
共
に
記
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
勘
文
で
あ
る
と
同
時
に
外
記
日
記
の
一
部
を
成
し
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
外
記
も
御
所
の
記
録
に
内
記
と
共
に
預
か
れ
と
い
う

宣
の
出
さ
れ
た
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）
よ
り
二
十
五
年
も
前
の
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
木
本
氏
は
「
た
ぶ
ん
、
職
務
遂
行
の
必
要
性
か
ら
顧
問
に
備
え

る
等
の
た
め
に
記
さ
れ
は
じ
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
現
実
面
が
法
制

化
さ
れ
た
の
が
、
弘
仁
六
年
正
月
の
措
置
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
」

（
傍
線
森
田
）
と
さ
れ
、
橋
本
良
彦
氏
は
「
外
記
日
記
が
い
つ
頃
か
ら
記
録
さ

れ
た
か
は
明
ら
か
に
出
来
な
い
が
、
太
政
官
に
著
て
書
記
官
的
役
職
で
あ
っ
た

外
記
が
、
か
な
り
早
く
か
ら
日
記
を
記
し
て
執
務
の
便
に
供
し
て
い
た
と
想
像

す
る
こ
と
は
充
分
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
外
記
の
記
録
が
、
公
日
記
と
し

て
の
権
威
を
明
確
に
与
え
ら
れ
た
の
は
次
の
弘
仁
六
年

三
日
余
の
宣
旨
に
よ
る
も
の
と
み
ら
れ
る
」

し
か
し
、
虚
心
に
読
め
ば
わ
か
る
よ
う
に
弘
仁
六
年
正
月
の
宣
旨
は
、

記
録
に
内
記
と
共
に
外
記
も
預
か
れ
と
い
っ
て
い
る
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
。

延
暦
九
年
三
月
十
五
日
の
外
記
日
記
が
単
な
る
御
所
の
記
録
で
な
い
こ
と
は
明

確
で
、
そ
れ
は
掌
文
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
お
り
、
『
令
』
に
定
め
ら
れ
た

外
記
の
本
務
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
い
う
以
上
、
両
氏
の
傍
線
部
の
よ

 
 
 
 
（
八
一
五
）

と
説
明
し
て
お
ら
れ
る

正
月
二
十

（
注
5
）
。

 
御
所
の
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う
な
説
明
は
成
り
立
た
な
い
。
弘
仁
六
年
よ
り
も
二
十
五
年
以
上
前
か
ら
外
記

の
記
録
（
日
記
）
は
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
弘
仁
六
年
の
宣
旨
に
よ
っ
て

そ
れ
に
御
所
の
記
録
も
加
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
弘
仁
六
年
の
宣
旨
に
よ
っ
て
外

記
の
日
記
が
（
公
的
に
）
始
ま
っ
た
と
い
う
通
説
は
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
少
な
く
と
も
そ
れ
よ
り
二
十
五
年
以
上
、
お
そ
ら
く
は
二
十
五
年
を
は

る
か
に
上
回
る
以
前
か
ら
外
記
日
記
は
書
か
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

 
外
記
別
日
記
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
橋
本
良
彦
氏
は
、

 
 
 
例
え
ば
、
本
朝
世
紀
、
殊
に
そ
の
長
和
二
年
以
前
の
部
分
に
は
、
「
子

 
 
細
粗
別
日
記
」
と
か
、
こ
れ
に
類
し
た
注
記
が
数
多
く
見
出
さ
れ
る
が
、

 
 
こ
の
「
別
日
記
」
は
、
外
記
の
別
（
日
）
記
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
、

 
 
そ
の
う
ち
に
は
、
「
大
祓
別
記
」
「
年
々
行
幸
別
日
記
」
「
釈
璽
日
記
」
「
考

 
 
定
別
日
記
」
な
ど
と
明
記
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
恐
ら
く
大
祓
・

 
 
行
幸
・
釈
彙
・
考
定
に
つ
い
て
、
夫
々
類
聚
し
た
外
記
の
別
記
と
考
え
て

 
 
よ
い
で
あ
ろ
う
。

と
さ
れ
、
部
類
記
の
類
ど
推
測
し
て
お
ら
れ
る
。
橋
本
氏
は
、
「
外
記
日
記
に
は
、

日
々
の
事
柄
を
記
す
日
次
記
の
外
に
、
恒
例
・
臨
時
の
儀
式
・
行
事
を
詳
細
に

記
す
た
め
、
別
（
日
）
記
の
記
載
も
励
行
さ
れ
た
が
、
そ
の
別
（
日
）
記
は
事

項
毎
に
類
別
記
載
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
」
と
も
い
わ
れ
て
い
る

が
、
①
恒
例
・
臨
時
の
儀
式
・
行
事
の
記
録
は
『
令
』
に
定
め
ら
れ
た
外
記
の

本
務
で
は
な
く
、
弘
仁
六
年
の
宣
に
よ
る
こ
と
、
②
延
暦
九
年
の
外
記
別
日
記

と
し
て
引
か
れ
て
い
る
内
容
は
、
行
事
の
記
録
で
は
な
く
、
而
立
と
し
て
の
性

格
を
持
ち
、
外
記
の
本
務
に
係
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
③
部
類
し
て
ま
と
め
、

参
照
し
や
す
い
よ
う
に
す
る
の
は
、
本
務
に
係
わ
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
こ
と
、

の
三
点
か
ら
し
て
も
、
小
口
雅
史
氏
が
延
暦
九
年
の
外
記
別
日
記
に
つ
い
て
い

わ
れ
た
、

 
 
こ
こ
で
は
「
別
日
記
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
に
「
別
記
」
と
い
わ
れ
た

 
 
日
次
記
に
書
き
切
れ
な
か
っ
た
儀
式
の
始
終
を
詳
細
に
記
し
た
も
の
に
当

 
 
る
と
い
う
よ
り
、
事
項
ご
と
に
類
別
記
録
さ
れ
た
後
の
「
部
類
記
」
に
近

 
 
い
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
見
解
（
注
6
）
の
方
が
納
得
で
き
る
。
部
類
が
い
つ
行
わ
れ
た
か
は
わ

か
ら
な
い
。
延
暦
九
年
当
時
す
で
に
部
類
記
が
作
ら
れ
て
い
て
、
こ
の
文
章
は

外
記
日
記
に
書
か
れ
る
と
同
時
に
部
類
記
に
も
書
き
継
が
れ
た
の
か
、
後
に
部

類
さ
れ
た
の
か
、
多
分
後
者
で
あ
ろ
う
と
は
思
う
が
確
証
は
な
い
。
『
政
治
要
略
』

は
惟
宗
允
亮
の
著
で
、
長
保
四
年
目
一
〇
〇
二
）
の
成
立
．
（
平
安
時
代
史
事
典

平
六
 
角
川
書
店
）
と
い
い
、
別
日
記
と
い
う
言
い
方
が
い
っ
か
ら
か
は
わ
か

ら
な
い
。
そ
こ
で
日
記
と
い
う
語
の
は
っ
き
り
し
た
用
例
の
初
見
は
や
は
り
弘

仁
十
二
年
（
八
二
｝
）
七
月
十
三
日
の
市
中
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。 

日
本
で
記
録
が
い
っ
か
ら
行
わ
れ
た
か
。
そ
れ
は
ま
ず
お
く
と
し
て
も
、
律

令
が
作
ら
れ
、
国
家
体
制
が
整
い
、
諸
官
庁
が
機
能
し
は
じ
め
る
と
、
諸
官
庁

で
は
日
付
を
伴
っ
た
記
録
が
多
く
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
御

所
の
記
録
を
職
掌
と
す
る
内
記
は
も
ち
ろ
ん
と
し
て
、
延
暦
九
年
の
外
記
別
日

記
に
よ
れ
ば
、
神
祇
官
に
は
天
応
元
年
（
七
八
一
）
の
記
録
が
存
在
し
て
い
た
。

西
本
氏
は
「
至
二
大
宝
年
中
一
、
初
有
二
記
文
一
」
と
い
う
『
古
語
拾
遺
』
の
発

言
の
他
に
、
天
応
元
年
以
前
の
神
祇
官
記
文
を
三
例
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

「
職
員
令
」
神
祇
官
の
「
大
言
一
人
」
の
掌
の
中
の
「
受
レ
事
上
抄
」
に
．
つ
い

て
、
『
令
集
解
』
の
注
に
は
、

 
 
謂
。
上
者
首
飾
。
抄
者
曲
面
。
（
中
略
）
出
営
官
内
応
レ
行
雑
事
施
行
、
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井
判
牧
詑
、
即
日
記
。
謂
二
之
上
抄
一
。

と
あ
り
、
同
じ
く
掌
と
さ
れ
る
中
の
「
検
二
出
血
栓
一
」
に
つ
い
て
の
『
令
集
解
』

の
注
中
に
は
（
神
祇
官
中
の
注
だ
が
）
、

 
 
考
課
令
云
、
凡
官
人
還
 
功
過
。
応
レ
附
レ
聖
者
、
皆
須
二
実
録
｝
。
義
解

 
 
云
、
一
年
之
内
毎
日
記
録
、
即
至
二
学
校
之
時
一
、
集
零
墨
記
注
一
、
以
為

 
 
二
惣
録
一
。

と
も
あ
っ
て
日
記
の
存
在
を
示
唆
す
る
。
外
記
の
日
記
が
ず
い
ぶ
ん
古
く
か
訪

書
か
れ
て
い
た
こ
と
は
い
ま
述
べ
た
と
お
り
だ
が
、
「
勘
二
詔
奏
一
。
及
読
二
申

公
文
一
、
勘
二
署
文
案
一
。
検
二
出
稽
失
一
」
と
い
う
職
掌
を
行
う
以
上
、
そ
れ

の
し
っ
か
り
し
た
記
録
が
な
け
れ
ば
後
に
困
る
こ
と
に
な
る
。
『
令
』
の
制
定

と
同
時
に
外
記
日
記
が
書
か
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
早
く
石
原
明

平
氏
か
「
後
宮
職
員
令
」
の
内
侍
司
の
、

 
 
尚
侍
二
人
。
掌
。
供
二
奉
常
山
、
奏
請
、
宣
伝
一
。
検
二
校
女
儒
一
。
兼
知
二

 
 
内
外
命
婦
朝
参
・
及
禁
内
礼
式
㎜
。

の
「
検
二
校
女
儒
一
」
に
つ
い
て
『
令
集
解
』
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
る
注
に
も

注
目
さ
れ
る
（
注
7
）
。
な
お
こ
こ
で
の
引
用
箇
所
は
石
原
氏
の
も
の
と
は
若

干
異
な
る
部
分
が
あ
る
。

 
 
…
…
朱
云
。
検
二
校
女
単
一
者
、
此
司
一
営
内
女
濡
者
、
未
レ
明
。
女
官

 
 
本
司
、
本
司
可
レ
記
二
官
人
累
日
功
過
一
思
。
未
レ
知
。
記
後
何
司
可
レ
送
。

 
 
五
聖
。
十
二
司
官
人
考
校
定
、
十
二
正
殿
寮
一
也
。
等
差
。
解
説
、
十
二

 
 
司
言
上
上
日
行
事
一
、
送
二
内
侍
司
一
、
内
侍
司
掘
取
零
二
高
殿
寮
一
者
。

 
 
件
説
未
二
一
定
一
。
又
采
女
考
者
、
所
レ
仕
記
二
上
日
行
事
一
、
直
送
二
重

 
 
女
司
一
。
為
当
。
此
又
与
二
女
揺
落
考
一
同
何
等
。
而
雷
害
。
若
送
二
内
侍

 
 
司
一
者
、
内
侍
司
考
定
送
。
為
当
。
受
取
上
二
丁
幽
遠
寮
一
。
令
レ
定
二
考

記
録
と
し
て
の
日
記
の
考
察

日
記
文
学
前
史
1

 
 
第
一
。
（
後
略
）

 
内
侍
司
に
は
次
官
と
し
て
典
侍
四
人
、
三
等
官
と
し
て
三
主
四
人
が
あ
り
、

奏
請
・
宣
伝
を
除
い
て
尚
侍
と
同
じ
職
掌
が
与
え
ら
れ
、
尚
侍
を
助
け
た
。
し

か
し
、
内
侍
司
に
は
女
儒
だ
け
で
も
百
人
が
配
属
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
上
長
功

過
な
ど
勤
務
状
態
を
把
握
す
る
だ
け
で
も
た
い
へ
ん
な
作
業
で
あ
っ
た
ろ
う
。

『
令
集
解
』
の
三
殿
寮
・
中
務
省
等
の
項
を
参
酌
す
れ
ば
、
後
宮
十
二
司
の
上

日
功
過
な
ど
は
、
縫
殿
寮
に
送
ら
れ
、
そ
の
申
告
に
基
づ
い
て
洋
書
寮
で
十
二

司
の
官
人
の
考
課
を
作
成
、
中
務
省
に
送
付
さ
れ
る
の
だ
が
、
内
侍
司
の
尚
侍

等
が
ま
と
め
て
一
括
し
て
縫
殿
寮
へ
送
る
か
、
諸
司
の
長
（
女
性
）
が
そ
れ
ぞ

れ
に
送
る
か
、
説
が
あ
る
。
ま
た
、
采
女
六
人
が
配
属
さ
れ
て
い
る
水
郡
、
采

女
六
十
人
を
持
つ
膳
司
な
ど
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
長
が
采
女
の
上
目
行
事
を
直
接

采
女
司
に
送
る
と
い
う
説
も
書
か
れ
て
い
る
。
諸
説
が
あ
っ
て
一
定
し
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
は
『
令
集
解
』
の
編
ま
れ
た
頃
I
I
著
名
な
明
法
学
者
惟
宗
直

本
の
手
に
な
り
ハ
貞
観
年
間
（
八
五
九
～
七
七
）
の
前
半
に
撰
述
さ
れ
た
も
の

ら
し
い
と
い
わ
れ
て
い
る
（
平
安
時
代
史
事
典
）
l
I
す
で
に
実
態
が
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
・
い
が
、
少
な
く
と
も
あ
る
時
期
尚
侍
は
も
ち
ろ
ん
、

他
の
十
二
司
の
長
た
ち
の
女
性
の
手
に
よ
っ
て
毎
日
の
記
録
が
記
さ
れ
て
い
た

こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
前
記
西
本
氏
は
「
式
部
記
文
」
（
和
銅
四
年
〈
七
＝
〉

初
見
）
、
「
功
田
記
文
」
（
式
部
記
文
の
一
種
）
「
大
舎
人
寮
記
文
」
「
中
衛
記
文
し

「
掌
玉
文
記
（
諸
書
文
記
」
（
弘
仁
六
年
）
「
相
撲
司
記
文
」
「
伊
勢
斎
宮
記
文
」

「
仁
王
会
記
文
」
「
大
嘗
記
文
」
（
元
慶
八
年
く
八
八
四
初
見
）
等
も
揚
げ
、
日

次
記
の
存
在
を
推
測
し
て
お
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
興
味
深
い
こ
と
に
は
、
『
養

老
律
令
』
の
中
に
日
記
と
い
う
語
が
一
例
も
使
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

「
御
所
記
録
事
（
中
務
省
・
大
内
記
の
項
）
「
受
レ
事
上
抄
」
（
神
祇
官
・
大
雪
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の
項
）
「
皆
須
二
実
録
一
」
（
考
課
令
・
官
人
景
述
考
課
の
条
）
の
傍
線
を
付
し

た
語
あ
た
り
が
日
記
に
近
い
用
法
の
よ
う
だ
が
、
こ
れ
ら
も
上
抄
四
例
以
外
は

一
例
ず
つ
し
か
使
わ
れ
て
い
な
い
。
だ
い
た
い
弘
仁
十
二
年
七
月
の
紅
中
の
用

例
が
初
見
と
い
う
の
だ
か
ら
、
日
本
で
記
録
が
行
わ
れ
始
め
て
か
ら
、
実
に
長

い
間
日
記
と
い
う
語
は
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
『
令
集
解
』
は
弘

仁
十
二
年
（
八
二
一
）
よ
り
四
十
年
は
後
の
撰
述
だ
が
、
先
行
の
明
法
釈
書
を

多
く
引
用
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
i
例
え
ば
引
用
さ
れ
て
い
る
主
要
釈

書
の
う
ち
、
古
記
・
令
釈
は
八
世
紀
、
跡
記
・
手
記
・
讃
記
は
九
世
紀
に
入
っ

て
作
ら
れ
た
も
の
と
い
う
（
平
安
時
代
史
事
典
）
1
日
記
の
語
の
使
用
は
ご

く
少
な
い
。
「
一
年
之
内
、
毎
日
記
録
」
（
職
員
令
・
神
祇
官
。
令
集
解
よ
り
の

引
用
）
（
考
課
令
）
「
即
日
記
（
即
日
、
記
ス
）
（
職
員
令
・
神
祇
官
）
「
日
々
実

録
」
（
考
課
令
詳
記
の
引
用
）
「
日
々
算
置
（
置
、
国
史
大
系
本
、
景
。
同
書
頭

注
の
説
に
従
う
）
」
「
日
々
注
意
。
是
日
二
実
録
一
」
（
考
課
令
。
跡
記
の
引
用
）

な
ど
が
日
記
的
な
意
味
で
使
わ
れ
て
お
り
、
日
記
の
語
は
、
「
雲
斗
式
部
一
々
。

詑
之
後
、
日
記
注
云
」
（
職
員
令
・
神
祇
官
・
「
受
レ
事
上
灘
」
の
注
。
翰
墨

に
よ
る
か
）
「
又
云
。
侍
従
以
下
上
巳
、
省
録
二
日
遅
一
哉
」
（
職
員
令
・
中
務
省
・

侍
従
の
職
掌
の
注
）
。
「
仮
令
、
八
月
一
日
々
記
始
筆
。
其
日
必
可
レ
注
二
才
能

一
故
也
」
（
考
課
令
・
「
皆
須
二
実
録
一
」
の
注
。
穴
記
の
文
か
）
の
三
例
し
か

使
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
（
水
本
浩
典
竜
燈
 
令
集
解
総
索
引
 
平
三
 
高

科
書
店
参
照
）
。
『
令
義
解
』
に
も
日
記
の
語
は
な
い
。

 
『
令
集
解
』
に
み
え
る
わ
ず
か
な
日
記
の
用
例
の
中
に
は
、
そ
れ
が
『
穴
記
』

な
ど
か
ら
の
引
用
文
中
か
ら
の
も
の
も
あ
る
と
す
れ
ば
、
八
世
紀
末
の
用
例
と

い
え
る
も
の
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
日
記
と
い
え
る
記
録
は
『
律
令
』
（
今

は
『
養
老
律
令
』
に
よ
っ
て
考
え
て
い
る
が
、
『
大
宝
律
令
』
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ

て
も
そ
う
大
き
な
変
わ
り
は
な
い
だ
ろ
う
）
の
こ
ろ
に
は
多
く
書
か
れ
、
こ
れ

か
ら
述
べ
る
よ
う
に
ざ
ら
に
古
く
さ
か
上
れ
る
の
だ
が
、
我
国
で
日
記
と
い
う

語
が
使
わ
れ
始
め
た
の
は
、
お
そ
ら
く
は
八
世
紀
の
末
か
ら
九
世
紀
の
初
め
頃

か
ら
で
あ
り
、
九
世
紀
の
例
の
弘
仁
十
二
年
の
宣
以
降
か
ら
次
第
に
多
く
使
わ

れ
出
し
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
『
類
聚
符
宣
抄
』
第
六
の
仁
和
二
年
（
八

八
六
）
の
宣
で
、

 
 
被
二
右
大
臣
宣
一
称
。
就
航
庁
画
一
聴
レ
政
参
議
以
上
、
須
三
外
記
毎
日
記
録
、

 
 
一
月
二
度
進
二
蔵
人
所
↓
。
事
依
二
 
勅
語
 
。
不
レ
可
二
疎
漏
一
者
。

 
 
 
 
 
仁
和
二
年
七
月
三
日
 
 
 
 
 
 
 
大
蔵
善
行
 
奉

と
「
外
記
日
記
」
と
せ
ず
「
外
記
毎
日
記
録
」
と
す
る
。
『
令
集
解
』
に
も
「
毎

日
記
録
」
と
い
う
用
例
は
あ
っ
た
。
「
日
記
」
は
「
毎
日
記
録
」
の
略
さ
れ
た

形
で
、
中
国
の
も
の
そ
の
ま
ま
の
利
用
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

 
日
記
の
語
が
諸
書
に
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
九
世
紀
の
後
半
ご
ろ

か
ら
で
（
玉
井
幸
助
氏
『
日
記
文
学
概
説
』
「
平
安
時
代
に
於
け
る
日
記
と
い

ふ
語
の
用
例
」
の
節
参
照
）
、
こ
の
頃
に
は
『
令
』
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
日

記
で
廃
絶
し
た
も
の
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
逆
に
こ
の
前
後
か
ら
『
令
』
の
規
定

に
な
い
各
種
の
公
的
日
記
が
書
き
始
め
ら
れ
て
く
る
。
そ
の
実
態
は
木
本
好
信

氏
の
注
2
所
引
書
に
最
近
の
成
果
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
ず
、
嵯
峨
天
皇

が
弘
仁
元
年
（
八
一
〇
）
三
月
藤
原
冬
嗣
ら
を
蔵
人
頭
に
任
命
し
、
や
が
て
蔵

人
所
と
い
う
有
力
な
令
外
官
司
が
誕
生
す
る
。
そ
の
蔵
人
に
よ
っ
て
書
か
れ
た

の
が
殿
上
日
記
で
、
延
喜
九
年
（
九
〇
九
）
四
月
の
逸
文
が
確
認
さ
れ
て
い
る

（
注
8
）
か
ら
、
九
世
紀
の
う
ち
に
は
創
始
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
大
同

二
年
（
八
〇
七
）
左
右
近
衛
府
が
成
立
し
、
そ
の
日
記
と
し
て
近
衛
嫡
々
が
書

き
始
め
ら
れ
る
。
西
本
氏
所
掲
の
も
の
に
も
平
安
時
代
に
始
ま
っ
た
も
の
も
あ
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ろ
う
。
木
本
氏
の
集
め
ら
れ
た
逸
文
に
よ
れ
ば
、
最
も
古
い
例
は
弘
仁
十
二
年

（
八
二
一
）
五
月
五
日
の
も
の
ら
し
く
、
延
喜
・
延
長
・
天
暦
と
い
っ
た
十
世

紀
の
初
め
か
ら
中
頃
ま
で
の
も
の
が
多
い
。
内
記
日
記
に
つ
い
て
は
述
べ
た
が
、

承
平
二
年
半
九
三
二
）
ま
で
の
例
は
確
認
で
き
、
少
な
く
と
も
十
世
紀
中
頃
ま

で
は
書
か
れ
て
い
た
ろ
う
。
女
性
の
手
に
な
る
か
な
の
公
的
日
記
と
し
て
唯
一

存
在
の
知
ら
れ
る
『
太
后
御
記
』
は
そ
の
逸
文
が
『
河
海
抄
』
に
六
例
、
『
高

良
玉
垂
画
廊
秘
書
紙
背
歌
書
』
に
一
例
遺
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
最
も
新
し
い

も
の
は
『
土
佐
日
記
』
の
記
事
が
始
ま
る
承
平
四
年
（
九
三
四
）
十
二
月
置
干

一
日
よ
り
わ
ず
か
十
二
日
前
の
十
二
月
九
日
の
文
で
あ
る
。
一
方
皇
族
あ
る
い

は
官
人
の
私
的
日
記
も
九
世
紀
の
終
わ
り
頃
か
ら
現
れ
て
く
る
。
逸
文
の
残
っ

て
い
る
最
古
の
私
的
日
記
は
『
宇
多
天
皇
御
記
』
で
、
仁
和
三
年
（
八
八
七
）

か
ら
寛
平
九
年
（
八
九
七
）
ま
で
の
も
の
が
部
分
的
に
残
っ
て
い
る
。
以
後
次

第
に
私
的
日
記
が
多
く
書
か
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
り
、

「『

y
佐
日
記
』
論
」
の
中
で
も
触
れ
て
い
る
の
で
こ
こ
で
は
書
か
な
い
。
こ

の
よ
う
に
、
公
的
、
私
的
な
記
録
と
し
て
の
日
記
が
充
実
し
て
い
く
時
期
に
『
土

佐
日
記
』
や
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
は
成
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。

 
 
 
 
 
二

 
日
本
に
お
け
る
律
令
は
、
幾
つ
か
の
段
階
を
経
て
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
に

成
立
し
た
『
大
宝
律
令
』
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ

れ
は
ほ
と
ん
ど
が
散
逸
し
、
養
老
二
年
（
七
一
八
）
前
者
を
ご
く
一
部
改
め
た

『
養
老
律
令
』
の
『
律
』
の
一
部
と
、
『
令
義
解
』
『
令
集
解
』
に
よ
り
『
令
』

の
ほ
ぼ
全
容
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
も
『
養
老
律
令
』
に
よ
っ

て
考
え
て
き
た
が
、
国
家
体
制
の
整
備
に
つ
れ
て
、
『
律
令
』
制
定
以
前
に
も

記
録
と
し
て
の
日
記
の
考
察
i
日
記
文
学
前
史

さ
ま
ざ
ま
な
パ
ー
ト
（
役
所
等
）
で
日
々
記
録
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
た
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
例
え
ば
、
天
武
天
皇
二
年
（
六
七
三
）
か
ら
始
ま
る
『
日

本
書
紀
』
の
最
後
の
二
巻
（
天
武
紀
・
持
統
紀
）
は
「
官
司
の
記
録
を
主
な
資

料
と
し
て
編
纂
さ
れ
て
お
り
、
史
実
と
し
て
も
っ
と
も
信
頼
で
き
る
巻
で
あ
る
」

と
い
わ
れ
る
（
注
9
）
。
ま
た
、
日
本
史
学
・
日
本
文
学
の
研
究
者
以
外
の
学

者
か
ら
も
興
味
深
い
指
摘
が
あ
る
。
古
天
文
学
を
提
唱
し
、
古
典
籍
に
見
え
る

天
文
現
象
の
解
明
に
大
き
な
業
績
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
斉
藤
国
治
氏
は
、
『
日

本
書
紀
』
な
ど
に
見
え
る
飛
鳥
時
代
の
天
文
現
象
を
検
証
し
、
星
食
な
ど
の
記

述
が
実
に
正
確
で
、
実
際
の
観
測
の
結
果
を
基
に
し
て
い
る
こ
と
を
実
証
さ
れ

た
（
注
1
0
）
。
例
え
ば
『
日
本
書
紀
』
二
十
三
腰
明
天
皇
十
二
年
（
六
四
〇
）

の
条
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

 
 
十
二
年
春
二
月
戊
辰
朔
甲
戌
、
星
入
レ
月
。

 
二
月
七
日
（
ユ
リ
ウ
ス
暦
で
三
月
四
日
）
、
月
の
裏
に
星
が
入
っ
た
と
い
う

記
事
で
あ
る
。
斉
藤
氏
の
計
算
に
よ
れ
ば
こ
の
星
は
ケ
ン
タ
ウ
ル
ス
座
の
α
星

ア
ル
デ
バ
ラ
ン
で
、
飛
鳥
で
は
飛
鳥
平
均
時
で
午
後
八
時
二
十
七
分
、
月
齢
五
・

九
日
の
月
の
暗
い
へ
り
か
ら
潜
入
し
、
九
時
二
十
五
分
に
明
る
い
方
の
へ
り
か

ら
再
出
し
た
と
い
う
。
『
日
本
書
紀
』
に
は
日
食
の
記
事
も
多
く
見
え
る
が
、

日
食
は
暦
法
上
の
計
算
か
ら
あ
ら
か
じ
め
計
算
で
き
る
か
ら
、
そ
の
記
事
が

あ
っ
て
も
、
実
際
に
観
測
し
た
と
は
限
ら
ず
、
日
食
は
あ
っ
て
も
日
本
で
見
え

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
り
、
計
算
違
い
で
、
そ
の
日
に
日
食
は
な
か
っ
た
り
す

る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
見
た
よ
う
な
星
食
や
星
犯
、
星
昼
に
見
え

る
、
当
言
生
出
現
な
ど
の
星
の
異
常
は
当
時
の
技
術
で
は
あ
ら
か
じ
め
計
算
す
る

こ
と
は
で
き
ず
、
観
測
に
基
づ
か
ね
ば
記
録
し
が
た
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
。

斉
藤
氏
は
計
算
に
よ
っ
て
『
日
本
書
紀
』
や
『
重
日
本
紀
』
な
ど
に
見
え
る
飛
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鳥
時
代
の
星
変
の
記
事
が
ほ
と
ん
ど
事
実
で
あ
る
こ
と
を
証
明
さ
れ
た
の
で

あ
っ
た
。
例
え
ば
、
『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
十
三
年
七
月
二
十
三
日
「
壬
申
、

彗
星
出
二
子
西
北
一
」
と
あ
る
の
は
ハ
レ
i
彗
星
で
あ
る
こ
と
も
判
る
。
日
食

の
記
事
は
か
な
ら
ず
し
も
信
頼
で
き
な
い
こ
と
も
あ
る
と
書
い
た
が
、
‘
『
日
本

書
紀
』
に
見
え
る
最
古
の
天
文
記
事
で
あ
る
、
巻
二
十
二
推
古
天
皇
三
十
六
年

三
月
二
日
（
ユ
リ
ウ
ス
暦
六
二
八
年
三
月
十
日
）
の
「
日
在
二
井
上
一
之
」
は
、

事
実
皆
既
日
食
で
、
飛
鳥
京
で
は
皆
既
帯
を
わ
ず
が
に
北
に
は
ず
れ
、
最
大
食

分
○
・
九
二
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
皆
既
日
食
に
ご
く
近
い
。
食
は
午
前
八
時

十
八
分
に
始
ま
り
、
食
甚
は
九
時
二
十
六
分
、
十
時
二
十
三
分
に
も
と
に
戻
っ

た
。
『
日
本
書
紀
』
は
「
計
六
年
春
二
月
無
二
朔
星
辰
天
皇
病
臥
」
の
次
の
記

事
が
こ
の
日
食
で
あ
り
、
さ
ら
に
天
皇
の
危
篤
・
崩
御
へ
の
記
事
に
続
く
。
巻

二
十
三
、
電
縫
天
皇
九
年
（
六
三
七
）
三
月
二
日
の
「
日
蝕
之
」
も
食
分
○
・

九
と
似
た
よ
う
な
日
食
だ
が
、
推
古
天
皇
三
十
六
年
の
日
計
二
身
尽
一
之
」
と

い
う
表
現
は
、
緊
迫
感
・
危
機
感
に
充
ち
、
斉
藤
氏
も
い
わ
れ
た
よ
う
に
観
測

の
結
果
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
『
律
令
』
で
は
陰
陽
寮
の
天
文
博
士
・
天

文
生
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
人
た
ち
は
六
二
八
年
以
前
か
ら
天
文
観
測
を
行
い
、

占
星
は
政
治
の
重
要
な
参
考
事
項
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
中
央
官
庁
に
報
告
す
る

だ
け
で
は
な
く
、
記
録
も
積
み
重
ね
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

 
今
日
知
ら
れ
る
最
も
古
い
日
記
は
『
日
本
書
紀
』
二
十
六
斉
明
天
皇
五
年
（
六

五
九
）
七
月
・
同
六
年
七
月
同
七
年
五
月
の
条
に
分
注
の
形
で
引
か
れ
る
『
伊

吉
連
博
徳
書
』
で
あ
る
。
第
四
次
遣
唐
使
の
一
員
と
し
て
渡
唐
し
た
折
り
の
記

録
で
、
他
に
巻
二
十
五
孝
徳
天
皇
白
錐
五
年
（
六
五
四
）
二
月
の
条
に
も
「
伊

吉
博
徳
言
」
と
し
て
留
学
し
た
学
問
僧
た
ち
の
消
息
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
中
に
は
庚
寅
年
乙
丑
の
年
の
消
息
も
見
え
る
。
前
者
は
持
統
天
皇
四
年
（
六

九
〇
）
、
後
者
は
天
智
天
皇
四
年
（
六
七
五
）
で
あ
る
。
『
伊
吉
連
博
徳
書
』
の

引
用
で
最
も
詳
細
な
の
は
、
斉
明
天
皇
五
年
秋
七
月
の
も
の
で
あ
る
。

 
 
伊
吉
連
博
徳
書
日
。
同
天
皇
之
世
。
小
錦
下
坂
合
部
二
布
連
・
大
山
下
津

 
 
守
吉
祥
連
言
肴
船
、
奉
二
使
呉
々
之
路
一
。
以
二
己
未
年
七
月
三
日
一
、
発

 
 
レ
自
二
黒
波
三
津
之
十
一
。
八
月
十
一
日
。
発
レ
自
判
筑
紫
大
津
之
浦
一
。

 
 
九
月
十
三
日
、
行
二
到
百
済
南
畔
三
遠
一
。
々
名
母
二
分
明
一
。
以
二
十
四

 
 
日
寅
時
一
、
二
船
相
続
、
放
二
出
大
海
一
。
十
五
日
日
入
区
営
、
石
布
連
船
、

 
 
横
走
二
逆
風
一
、
漂
二
院
南
海
之
嶋
一
。
々
名
石
加
委
。
傍
為
二
嶋
人
一
所
レ

 
 
滅
。
便
東
漢
長
直
阿
利
麻
・
坂
合
十
二
稲
積
等
五
人
、
盗
二
乗
嶋
人
船
一
、

 
 
逃
到
二
括
州
一
。
々
県
官
人
、
送
二
二
洛
陽
之
京
一
。
十
六
日
夜
半
昼
時
、

 
 
吉
祥
長
船
行
到
二
越
州
会
稽
県
須
岸
山
一
。
東
北
風
、
々
特
急
。
廿
二
日
、

 
 
行
二
到
二
丈
県
一
。
所
レ
乗
大
船
平
楽
調
度
之
物
、
留
二
着
彼
処
一
。
閏
十

 
 
月
一
日
、
行
二
到
越
州
之
十
一
。
乗
レ
駅
逓
レ
京
。
廿
九
日
馳
到
二
尉
京
一
。

 
 
天
子
在
智
東
京
一
。
計
日
、
天
子
相
見
問
訊
之
、
日
本
国
天
皇
、
平
安
以
不
。

 
 
中
人
本
当
、
天
地
合
レ
徳
、
自
得
二
平
安
一
。
天
子
問
日
、
執
レ
事
卿
等
、

 
 
好
在
以
不
。
単
寧
謹
製
、
天
皇
憐
重
、
亦
得
二
好
在
一
。
天
子
問
日
、
国

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
中
略
）
十
一
月

内
軽
質
不
。
使
即
答
、
治
称
二
天
地
一
、
万
民
無
レ
事
。

一
日
、
朝
有
二
冬
至
舌
痛
一
。
々
日
亦
観
。
所
レ
朝
激
昂
之
中
、
接
客
最
勝
。

後
由
二
出
火
之
乱
一
、
白
濁
不
二
盲
検
一
。
十
二
月
三
日
、
無
智
興
百
人
三

豊
大
麻
呂
、
柾
読
二
尊
客
一
。
官
等
獲
二
占
居
朝
一
、
巳
決
二
流
罪
一
。
前

 
 
流
二
智
興
於
三
千
里
之
外
一
。
客
中
有
二
伊
吉
連
博
徳
一
奏
。
因
即
免
レ
罪
。

 
 
（
後
略
）

全
体
の
五
分
の
四
程
度
を
こ
こ
に
掲
げ
た
。
他
に
同
六
年
七
月
の
も
の
は
帰
国

が
許
さ
れ
て
西
京
を
出
発
し
て
南
京
に
到
る
ま
で
。
同
七
年
五
月
の
も
の
は
帰
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国
ま
で
の
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
て
量
は
多
く
な
い
が
、
七
年
五
月
に
引
く
記
事

で
は
、
次
の
文
が
目
に
つ
く
。

 
 
漂
蕩
辛
苦
九
日
半
夜
、
僅
到
二
耽
羅
業
況
一
。
使
即
招
二
慰
嶋
人
王
子
阿

 
 
波
伎
等
九
人
一
、
同
載
二
客
船
｝
、
擬
レ
献
二
帝
朝
一
。
五
月
廿
三
日
、
三
二

 
 
進
朝
倉
之
朝
一
。
署
長
入
朝
、
始
二
型
此
時
一
。

 
読
ま
れ
る
よ
う
に
日
付
は
詳
細
に
付
さ
れ
日
次
の
日
記
を
思
わ
せ
る
。
ま
た

最
初
に
傍
線
を
付
し
た
「
母
分
明
」
（
日
本
古
典
文
学
大
系
本
は
「
わ
き
わ
き

し
き
こ
と
な
し
」
と
訓
む
）
の
打
ち
消
し
の
母
は
『
日
本
書
紀
』
で
は
こ
こ
に

し
か
使
わ
れ
て
い
な
い
漢
字
で
、
全
体
的
に
『
伊
吉
連
博
徳
書
』
の
文
章
・
用

字
を
忠
実
に
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
①
伊
吉
連
博
徳
の
視
点

で
書
か
れ
た
と
い
う
文
章
に
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
、
②
第
一
撃
の
行
動
に
は

逆
風
が
、
あ
っ
て
漂
流
し
た
後
日
付
は
な
く
日
付
の
詳
し
い
第
二
船
に
博
徳
は

乗
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
波
乱
に
富
み
ま
た
辛
苦
の
多
い
第
一
船
の
行
動

を
ま
ず
記
し
、
彼
が
そ
の
船
に
乗
っ
て
い
る
よ
う
な
錯
覚
さ
え
与
え
る
こ
と
、

③
最
後
の
傍
線
部
に
見
え
る
よ
う
な
「
客
中
有
伊
吉
連
博
徳
奏
」
の
よ
う
な
表

現
の
あ
る
こ
と
、
な
ど
か
ら
し
て
伊
吉
連
博
徳
の
個
人
的
な
日
記
に
な
っ
て
い

な
い
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
こ
こ
の
『
伊
吉
連
博
徳
書
』
が
強
調
し
て
い
る
こ

と
は
一
行
が
い
か
に
大
き
な
銀
難
辛
苦
を
克
服
し
て
往
復
し
た
か
、
ま
た
、
傍

線
を
付
し
た
部
分
に
見
え
る
よ
う
に
、
唐
の
天
子
の
問
い
に
い
か
に
堂
々
と
由

緒
正
し
い
こ
と
ば
を
以
て
日
本
の
天
皇
の
徳
を
称
え
な
が
ら
答
え
た
か
で
あ

り
、
伊
吉
連
博
徳
が
日
本
の
遣
唐
使
の
難
を
救
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
最
後
に

引
い
た
斉
明
天
皇
七
年
引
用
の
記
事
で
は
耽
羅
が
入
朝
し
は
じ
め
た
の
は
自
分

た
ち
の
功
績
だ
と
い
う
表
現
も
し
て
い
る
。
「
仁
保
入
朝
、
始
於
此
時
」
と
書

か
れ
て
い
る
以
上
、
『
伊
吉
連
博
徳
書
』
が
第
四
次
遣
唐
使
の
帰
国
よ
り
も
は

記
録
と
し
て
の
日
記
の
考
察

日
記
文
学
前
史

る
か
後
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
点
で
服

命
書
で
は
あ
り
え
な
い
。

 
伊
吉
連
博
徳
の
生
没
年
は
分
か
ら
な
い
。
そ
の
事
跡
は
大
系
本
『
日
本
書
紀
』

巻
二
十
五
の
補
注
三
三
に
要
領
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
外
交
の
専
門
家

と
し
て
の
活
躍
が
著
し
い
。
大
津
皇
子
の
謀
反
事
件
に
連
座
し
て
捕
ら
え
ら
れ

た
（
持
統
号
令
Y
が
、
じ
き
許
さ
れ
た
ら
し
く
、
持
統
天
皇
九
年
（
六
九
五
）

七
月
に
は
逮
捕
時
の
小
山
下
か
ら
務
大
弐
と
や
や
出
世
し
て
直
広
騨
小
野
朝
臣

三
野
と
と
も
に
新
羅
へ
の
使
い
と
し
て
朝
廷
か
ら
物
を
賜
り
、
九
月
に
出
発
し

て
い
る
。
博
徳
は
副
使
な
の
で
あ
ろ
う
。
難
儀
な
旅
の
副
使
と
し
て
の
激
務
か

ら
し
て
こ
の
年
の
博
徳
の
年
齢
は
六
十
歳
を
あ
ま
り
越
え
て
は
い
な
い
だ
ろ

う
。
仮
に
六
十
歳
と
す
る
と
、
第
四
次
遣
唐
使
の
一
員
と
し
て
選
ば
れ
た
斉
明

天
皇
五
年
（
六
五
九
）
に
は
ま
だ
二
十
四
歳
の
若
輩
で
あ
る
。
彼
が
唐
の
天
子

に
奏
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
本
当
に
日
本
の
遣
唐
使
一
行
の
罪
が
許
さ
れ
た
の

か
、
耽
羅
入
朝
に
博
徳
の
力
が
ど
こ
ま
で
与
っ
た
か
、
疑
問
は
あ
る
。
坂
本
太

，
郎
氏
は
壱
技
史
が
連
に
な
っ
た
天
武
天
皇
十
二
年
（
六
八
三
Y
以
後
に
自
己
の

功
績
を
伝
え
る
た
め
に
書
い
た
も
の
と
さ
れ
た
（
注
1
1
）
が
、
そ
う
し
た
書
類

を
書
く
時
期
と
し
て
は
大
津
皇
子
の
事
件
に
連
座
し
て
逮
捕
さ
れ
た
朱
鳥
元
年

 
（
六
八
六
）
十
月
以
降
の
可
能
性
が
強
い
だ
ろ
う
。
な
お
巻
二
十
五
白
蔓
五
年

二
月
条
に
「
伊
吉
理
博
徳
言
」
と
し
て
引
く
も
の
が
『
伊
吉
連
博
徳
書
』
と
同

 
一
の
も
の
か
ど
う
か
に
は
諸
説
が
あ
り
、
前
記
大
系
本
補
注
に
も
簡
略
に
ま
と

め
ら
れ
て
い
る
が
、
他
の
部
分
と
は
内
容
が
異
な
り
、
引
用
に
あ
た
っ
て
『
伊

吉
連
博
徳
書
』
の
名
を
用
い
て
い
ず
、
博
徳
の
業
績
と
は
係
わ
り
が
な
い
こ
と

は
無
視
で
き
な
い
。
国
際
事
情
に
通
じ
、
後
に
は
『
大
宝
律
令
』
撰
定
の
一
員

と
も
な
っ
た
（
続
日
本
紀
・
文
武
天
皇
四
・
六
・
一
七
参
照
）
人
で
あ
る
。
留
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学
僧
・
学
生
等
の
消
息
そ
の
他
に
つ
い
て
も
問
わ
れ
、
答
え
た
こ
と
は
多
く

あ
っ
た
ろ
う
。
白
雑
五
年
引
用
の
も
の
は
そ
う
し
た
類
の
も
の
で
『
伊
吉
連
博

徳
書
』
と
は
関
係
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

 
『
伊
吉
連
博
徳
書
』
は
日
記
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
後
年
こ
れ
だ
け
詳

細
な
日
付
を
伴
っ
た
文
書
が
書
け
る
の
だ
か
ら
、
唐
へ
の
旅
に
際
し
て
日
次
の

日
記
を
つ
け
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ま
だ
若
く
、
服
命
書
の
提
出
の
義

務
も
な
さ
そ
う
な
伊
吉
博
徳
が
、
遣
唐
使
の
一
員
と
し
て
渡
心
す
る
と
い
う
非

日
常
の
…
機
会
に
、
た
と
い
後
に
利
用
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
功
利
的
な

先
見
の
明
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
日
次
の
日
記
を
書
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

忌
明
天
皇
五
年
七
月
の
『
伊
吉
連
博
徳
書
』
の
引
用
に
す
ぐ
続
い
て
、
『
難
波

吉
士
皆
人
書
』
と
い
う
も
の
も
引
か
れ
て
い
る
。

 
 
難
波
吉
士
下
人
書
日
、
向
二
大
斉
一
大
使
、
触
レ
嶋
而
覆
。
副
使
親
観
二
天

 
 
子
一
、
奉
レ
示
二
蝦
夷
一
。
於
レ
是
、
蝦
夷
、
以
二
白
鹿
皮
一
・
弓
馬
・

 
 
八
十
一
、
献
二
天
子
皿
。

 
こ
れ
が
全
文
で
、
難
波
吉
士
男
人
の
名
も
他
に
は
見
え
な
い
。
往
路
の
記
述

は
簡
略
で
日
付
も
な
い
。
や
は
り
報
告
書
の
類
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
基
に
日
次

の
日
記
が
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。

 
『
日
本
書
紀
』
の
材
料
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
、
『
釈
日
本
紀
』
巻
十
五
に

は
「
私
記
云
」
と
し
て
『
安
牛
智
徳
日
記
』
『
調
連
淡
海
日
記
』
『
和
迩
部
尼
（
臣

歎
）
君
手
記
』
と
い
う
も
の
を
引
く
。
安
位
智
徳
・
粛
粛
淡
海
の
名
は
「
天
武

紀
」
上
天
武
天
皇
元
年
六
月
の
大
海
人
皇
子
（
天
武
天
皇
）
が
に
わ
か
に
東
国

に
入
ろ
う
と
し
た
と
き
の
「
元
従
者
」
（
元
よ
り
従
へ
る
者
」
め
中
に
名
が
見

え
（
調
連
淡
海
は
連
で
は
な
く
首
と
な
っ
て
い
る
）
、
和
迩
部
臣
智
慧
も
同
紀

の
そ
れ
よ
り
少
し
前
に
和
璃
部
君
手
と
し
て
村
国
連
男
依
等
と
共
に
東
国
行
き

の
決
意
を
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
同
七
月
一
日
に
は
、
皇
子
は
村
国
連
男
下
等
と

共
に
数
万
の
衆
（
兵
）
を
託
し
て
不
破
を
出
て
近
江
に
入
ら
せ
て
い
る
。
天
武

の
信
頼
す
る
重
臣
で
あ
ろ
う
。
『
安
斗
智
徳
日
記
』
は
も
っ
と
も
多
く
三
回
名

が
見
え
、
「
私
記
日
、
案
二
安
斗
智
徳
日
記
一
号
、
廿
六
日
右
書
、
博
物
明
朝
（
新

訂
増
補
国
史
大
系
本
頭
注
、
明
朝
、
当
作
朝
明
）
聖
母
大
川
上
一
遥
拝
二
礼
天

照
大
神
一
」
と
い
う
文
が
あ
り
、
日
付
を
伴
っ
て
い
る
。
三
書
と
も
壬
申
の
乱

の
記
録
で
、
む
ろ
ん
こ
の
時
代
に
安
斗
智
徳
た
ち
が
戦
陣
で
日
記
を
つ
け
て
い

た
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
。
い
ず
れ
も
報
告
書
か
自
己
の
功
績
の
申
し
立
て
書
か

の
類
で
あ
ろ
う
が
、
原
形
は
壬
申
の
乱
終
了
後
程
な
く
記
憶
の
薄
れ
な
い
う
ち

に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
ら
が
も
と
も
と
日
記
と
い
う
名
を

持
っ
て
い
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
日
記
と
い
う

語
は
『
律
令
』
に
も
使
わ
れ
て
い
ず
、
日
記
の
語
が
見
え
出
す
の
は
八
世
紀
の

末
か
ら
九
世
紀
の
初
め
に
か
け
て
の
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
こ
れ
ら
の
記
録

は
『
釈
日
本
紀
』
に
引
く
『
私
記
』
（
日
本
紀
私
記
）
の
引
用
で
あ
っ
て
、
引

用
者
に
よ
る
呼
称
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
『
日
本
紀
私
記
』
は
奈

良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
宮
廷
で
行
わ
れ
た
『
日
本
書
紀
』
の
講
読
の

覚
書
で
、
『
本
朝
書
籍
目
録
』
に
よ
っ
て
存
在
の
知
ら
れ
る
『
私
記
』
は
ω
養

老
五
年
私
記
、
ω
弘
仁
四
年
私
記
、
㈹
承
和
六
年
私
記
、
ω
元
慶
二
年
私
記
、

㈲
延
喜
四
年
私
記
、
㈲
承
平
六
年
私
記
、
ω
康
保
二
年
私
記
の
七
種
で
あ
っ
て
、

②
㈹
㈲
は
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
に
入
っ
て
い
る
。
（
以
上
『
日
本
古
典
文
学

大
辞
典
』
に
よ
る
）
。
鎌
倉
時
代
中
期
に
占
部
大
賢
に
よ
っ
て
成
っ
た
『
釈
日

本
紀
』
に
も
、
康
保
二
年
外
記
勘
申
と
注
し
て
「
日
本
紀
講
例
」
と
し
て
こ
の

七
つ
を
揚
げ
て
い
る
か
ら
、
兼
賢
が
こ
れ
以
外
の
私
記
を
使
っ
て
い
る
こ
と
は

な
い
。
弘
仁
私
記
、
元
慶
私
記
、
延
喜
講
説
（
公
望
私
記
）
な
ど
の
名
は
見
え
、
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特
に
公
望
私
記
は
よ
く
出
て
く
る
が
、
も
っ
と
も
多
い
の
は
単
に
「
私
記
」
と

あ
る
だ
け
の
も
の
で
、
こ
れ
が
何
か
、
全
部
同
じ
か
複
数
の
私
記
か
も
わ
か
ら

な
い
。
公
望
私
記
が
前
掲
の
私
記
の
説
を
否
定
し
て
い
る
例
も
あ
り
（
大
系
P

八
九
他
）
、
全
部
同
一
な
ら
元
慶
二
年
（
八
七
八
）
私
記
あ
た
り
が
有
力
と
な

る
が
、
複
数
な
ら
一
々
に
つ
い
て
は
何
と
も
い
え
な
い
。
た
だ
私
記
の
中
に
は

師
説
を
引
く
も
の
が
多
く
、
太
安
麻
呂
を
博
士
と
す
る
養
老
五
年
（
七
二
こ

私
記
で
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
弘
仁
四
年
（
八
一
三
）
以
後
、
特
に
元
慶

二
年
（
八
七
八
）
以
後
な
ら
日
記
の
語
は
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
『
和
璃
部
町

君
手
記
』
の
よ
う
に
称
さ
れ
て
い
た
も
の
を
日
記
と
し
て
引
い
た
蓋
然
性
の
方

が
大
き
い
だ
ろ
う
。
も
と
も
と
日
次
の
日
記
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
渡
唐
（
旅
）

と
か
戦
争
の
よ
う
な
非
日
常
時
に
は
ふ
だ
ん
記
録
を
付
け
な
い
者
で
も
記
録
を

つ
け
た
の
で
あ
っ
た
。
特
に
旅
は
格
好
の
素
材
で
円
仁
の
『
入
唐
求
法
巡
礼
行

記
』
（
八
三
八
～
八
四
七
）
や
円
珍
の
『
行
歴
紀
』
（
散
逸
し
て
そ
れ
を
抜
粋
し

た
『
行
歴
抄
』
〈
八
五
四
～
五
〉
が
伝
わ
っ
て
い
る
）
な
ど
の
作
品
が
伝
え
ら
れ
、

特
に
前
者
は
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
研
究
も
多
く
成
さ
れ
て
い
る
の
で
こ

こ
で
は
省
略
す
る
。
日
記
文
学
の
最
初
の
作
品
も
『
土
佐
日
記
』
と
い
う
旅
の

記
で
あ
り
、
『
窄
む
き
が
記
』
以
後
紀
行
の
時
代
と
な
っ
て
王
朝
日
記
文
学
が

終
焉
す
る
こ
と
も
思
い
合
わ
さ
れ
る
。

 
暦
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
巻

十
九
欽
明
天
皇
十
四
年
（
五
五
三
）
六
月
、
天
皇
は
百
済
に
使
者
を
送
っ
て
暦

博
士
等
の
交
代
要
員
・
暦
本
そ
の
他
を
乞
い
、
翌
年
二
月
暦
博
士
固
徳
青
羽
孫

等
が
来
日
し
て
い
る
。
次
い
で
巻
二
十
二
推
古
天
皇
十
年
（
六
〇
二
）
十
月
百

済
の
図
書
勒
が
来
日
し
、
暦
本
・
天
文
地
理
書
・
遁
甲
方
術
書
を
献
じ
、
政
府

は
学
生
を
選
ん
で
そ
れ
ら
を
習
わ
せ
た
。
『
政
治
要
略
』
巻
二
十
五
「
同
日
中

記
録
と
し
て
の
日
記
の
考
察

日
記
文
学
前
史
一

務
省
奉
二
 
御
暦
～
事
」
に
は
、

 
 
言
伝
云
、
黙
思
小
治
田
朝
十
二
年
歳
次
甲
子
戊
申
（
戊
戌
ノ
誤
）
朔
一
撃

 
 
用
二
暦
日
一
。

と
あ
り
。
推
古
天
皇
十
二
年
目
六
〇
四
）
一
月
一
日
か
ら
暦
日
を
用
い
始
め
た

と
い
う
。
先
に
斉
藤
国
治
説
に
よ
っ
て
推
古
天
皇
三
十
六
年
三
月
二
日
の
日
食

が
正
し
い
観
測
結
果
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
『
日
本
書
紀
』
巻

二
十
三
町
明
天
皇
八
年
（
六
三
六
）
正
月
一
日
条
に
「
日
蝕
之
」
と
あ
る
の
は

計
算
間
違
い
で
、
実
際
に
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
正
月
一
日

に
日
蝕
を
書
き
入
れ
た
暦
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
暦
の
形
式
の

中
で
後
の
平
安
貴
族
た
ち
の
私
日
記
と
関
わ
り
の
深
い
具
注
暦
が
い
っ
か
ら
作

ら
れ
た
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
現
在
に
残
る
最
古
の
具
注
暦
は
遠
江
城
山
遺

跡
か
ら
出
土
し
た
天
平
元
年
（
七
二
九
）
暦
の
断
簡
で
、
木
簡
に
書
か
れ
て
い

る
（
国
史
大
辞
典
4
「
具
注
暦
の
項
）
。
正
倉
院
の
古
文
書
に
は
三
種
の
具
注

暦
が
あ
り
、
そ
れ
ら
に
は
ま
だ
例
え
ば
『
御
堂
関
白
記
』
自
筆
本
に
見
ら
れ
る

よ
う
な
書
き
込
み
用
の
行
間
は
な
い
が
、
天
平
十
八
年
（
七
四
六
）
の
具
注
暦

に
は
十
力
条
に
及
ぶ
書
き
入
れ
が
あ
る
。
正
倉
院
の
具
注
暦
に
つ
い
て
は
最
近

林
陸
朗
氏
に
よ
っ
て
従
来
の
誤
認
を
正
す
詳
細
な
現
状
報
告
と
、
書
き
入
れ
の

記
者
の
推
定
な
ど
意
欲
的
な
研
究
（
注
1
2
）
が
あ
り
、
詳
細
は
そ
れ
に
ゆ
だ
ね

た
い
が
、
旦
ハ
注
暦
に
書
き
込
ま
れ
た
日
次
の
日
記
と
し
て
確
認
さ
れ
る
最
初
の

も
の
で
あ
り
、
林
相
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
の
ち
の
公
卿
の
日
記
に
系
譜
を
引

く
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
最
近
そ
の
存
在
が
発
見
さ
れ
注
目
を
あ
び
て
い
る
漆

紙
文
書
（
漆
容
器
の
「
ふ
た
紙
」
無
二
の
力
に
よ
っ
て
遺
存
七
出
土
し
た
文
書
）

の
な
か
に
は
具
注
暦
の
断
簡
が
多
く
発
見
さ
れ
て
お
り
、
中
で
も
一
九
八
八
年

武
蔵
国
分
寺
関
連
遺
跡
（
武
蔵
台
遺
跡
）
か
ら
発
見
さ
れ
た
具
注
暦
は
平
川
南
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氏
（
注
1
3
）
に
よ
っ
て
天
平
勝
宝
九
年
（
七
五
七
）
八
月
の
暦
で
あ
る
こ
と
が

証
明
さ
れ
、
正
倉
院
所
蔵
の
三
点
に
次
ぐ
古
い
暦
の
発
見
と
な
っ
た
。
ま
た
こ

れ
も
平
川
氏
に
よ
る
も
の
だ
が
、
一
九
八
一
年
胆
沢
城
跡
の
政
庁
北
東
の
官
庁

地
区
発
掘
調
査
で
発
見
さ
れ
た
遺
物
の
中
に
一
枚
の
紙
の
裏
表
に
暦
が
記
さ
れ

た
漆
紙
文
書
が
見
つ
か
っ
た
。
共
に
わ
ず
か
五
日
号
な
が
ら
、
表
は
延
暦
二
十

二
年
（
八
〇
三
）
の
四
月
上
旬
、
裏
が
延
暦
二
十
三
年
九
月
下
旬
の
も
の
で
あ

る
こ
と
が
っ
き
と
め
ら
れ
た
と
い
う
。
そ
し
て
興
味
味
い
の
は
こ
の
具
注
暦
は

ど
ち
ら
も
行
間
が
一
行
分
程
度
明
け
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
書
き
込

み
が
し
や
す
く
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
一
年
分
の
長
さ

は
単
純
計
算
で
、
国
忌
・
七
メ
ー
ト
ル
、
一
紙
長
を
五
六
～
五
七
セ
ン
チ
と
み

れ
ば
、
一
七
紙
程
度
に
な
る
と
い
う
。
一
方
『
延
喜
式
』
十
六
陰
陽
寮
の
項
に

よ
れ
ば
「
頒
暦
一
百
六
十
六
巻
料
、
紙
二
千
六
百
五
十
六
張
（
巻
染
十
六
張
。

有
二
閏
月
↓
年
巻
別
加
三
一
張
一
）
（
ま
る
括
弧
内
は
も
と
割
注
）
と
あ
り
、
そ

の
7
巻
分
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
こ
と
を
平
川
氏
は
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
と
い
う

ご
と
は
、
『
延
喜
式
』
に
規
定
さ
れ
た
具
注
暦
は
行
間
も
こ
の
程
度
と
い
う
こ

と
に
な
る
が
、
平
安
中
期
頃
か
ら
の
現
存
す
る
具
注
暦
は
薄
く
罫
線
を
引
い
て

書
か
れ
て
い
る
。
『
御
堂
関
白
記
』
の
複
製
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
罫
問
は

ゆ
っ
た
り
と
し
、
豪
放
な
筆
使
い
の
道
長
で
も
事
理
二
行
分
の
間
明
き
に
四
行

書
き
込
む
こ
と
は
ご
く
普
通
で
あ
る
。
延
暦
の
暦
の
行
間
は
罫
を
引
く
程
度
の

も
の
で
、
『
延
喜
式
』
に
見
え
る
頒
暦
は
行
間
な
し
の
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

『
延
喜
式
』
は
延
喜
五
年
（
九
〇
五
）
に
編
纂
が
始
め
ら
れ
た
が
、
関
係
者
の

死
亡
が
相
次
ぎ
、
延
長
五
年
（
九
二
七
）
十
二
月
末
に
奏
進
さ
れ
た
が
、
そ
の

後
も
修
訂
作
業
は
続
き
、
康
保
四
年
（
九
六
七
）
十
月
九
日
に
よ
う
や
く
施
行

さ
れ
た
（
平
安
時
代
史
事
典
）
。
一
方
『
御
堂
関
白
記
』
自
筆
本
が
書
か
れ
た

よ
う
な
間
明
き
暦
が
登
場
す
る
の
は
現
存
の
も
の
で
は
九
条
家
本
『
延
喜
式
』

紙
背
の
永
延
元
年
（
九
八
七
）
の
も
の
が
最
初
で
（
湯
浅
正
美
氏
の
御
示
教
）
、

行
間
一
行
で
あ
る
（
『
国
史
大
辞
典
』
旦
一
十
暦
の
項
に
写
真
が
あ
る
）
。
藤
原
師

輔
（
天
徳
四
年
・
九
六
〇
・
五
月
四
日
莞
）
の
『
九
条
右
丞
相
遺
誠
』
（
九
条

殿
鼠
算
）
は
か
れ
が
右
大
臣
と
な
っ
た
天
暦
元
年
（
九
四
七
）
か
ら
天
徳
元
年

の
問
の
成
立
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
最
初
に
記
さ
れ
た
日
中
行
事
に
よ
れ
ば
、

朝
起
き
て
な
す
べ
き
こ
と
は
、
ω
属
星
の
名
字
を
称
す
る
こ
と
七
遍
、
②
鏡
を

取
り
て
面
を
見
、
㈹
暦
を
見
て
日
の
吉
凶
を
知
る
。
ω
楊
枝
を
取
り
て
西
に
向

か
ひ
手
を
洗
へ
。
㈲
仏
名
を
黒
し
て
尋
常
に
尊
重
す
る
と
こ
ろ
の
神
社
を
念
ず

べ
し
。
㈲
昨
日
の
こ
と
を
記
せ
（
事
多
き
と
き
は
日
々
の
中
に
記
す
べ
し
。

（
以
下
略
）
と
い
う
次
第
で
あ
る
（
日
本
思
想
大
系
所
収
本
の
訓
読
文
に
よ
っ

た
）
。
暦
を
見
て
日
の
吉
凶
を
知
っ
た
次
の
次
に
昨
日
の
こ
と
を
記
せ
と
い
う

の
は
、
そ
の
日
を
響
い
た
ば
か
り
の
具
注
暦
に
書
き
込
め
ば
、
日
記
を
付
け
る

の
は
容
易
で
忘
れ
る
こ
と
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
師
君
の
日
記
は

『
九
暦
』
と
呼
ば
れ
、
暦
の
名
で
呼
ば
れ
る
日
記
の
最
初
だ
が
、
そ
れ
は
道
長

の
日
記
の
よ
う
に
具
注
暦
に
書
き
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
お

り
、
『
遺
誠
』
の
言
も
具
注
暦
に
書
き
込
む
と
理
解
し
て
間
違
い
は
な
い
。
『
延

喜
式
』
施
行
以
前
に
、
『
延
喜
式
』
の
規
格
を
越
え
た
間
明
き
の
具
注
暦
が
存

在
し
、
そ
れ
は
公
卿
の
私
日
記
の
盛
ん
に
な
っ
て
い
く
こ
と
と
関
わ
る
も
の
だ

ろ
う
。
大
日
本
古
記
録
本
『
御
堂
関
白
記
』
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
一
年
雲
上
下

巻
が
揃
っ
て
い
る
年
は
な
い
の
で
半
年
分
の
一
巻
、
そ
れ
も
年
に
よ
っ
て
若
干

異
な
る
が
、
最
初
の
長
徳
四
年
下
で
い
え
ば
、
紙
数
二
六
枚
、
全
長
一
二
・
四

一
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
『
延
喜
式
』
に
よ
る
と
、
天
皇
に
献
上
す
る
御
暦
は
具

注
御
暦
二
巻
（
六
月
以
前
為
二
上
巻
一
、
七
月
以
降
為
二
下
巻
一
）
と
七
曜
暦
一

（40）



巻
で
、
具
注
暦
料
と
し
て
は
四
七
張
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
官
暦
一
百
六
十
六

巻
は
一
年
一
巻
だ
っ
た
と
解
せ
、
天
皇
用
の
旦
ハ
注
御
暦
は
巻
数
と
い
い
、
紙
数

と
い
い
、
『
御
堂
関
白
記
』
に
用
い
ら
れ
た
具
注
暦
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
間
明

き
具
注
暦
は
、
天
皇
用
の
は
別
と
し
て
、
日
記
を
書
く
の
に
便
利
な
た
め
最
初

は
大
貴
族
が
み
ず
か
ら
頒
暦
を
基
に
作
ら
せ
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
や
が
て
摂

関
家
ク
ラ
ス
の
大
貴
族
の
た
め
に
は
陰
陽
寮
で
特
に
作
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
「
『
延
喜
式
』
の
内
容
は
延
喜
以
前
の
あ
る
時
点
で
成

立
し
、
そ
の
後
あ
る
期
間
効
力
を
持
っ
た
細
則
を
ほ
と
ん
ど
網
羅
的
に
集
成
し

た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
個
々
の
規
定
を
全
て
延
喜
・
延
長
ご
ろ
の
実

情
に
即
し
た
も
の
と
即
断
す
る
こ
と
は
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
（
平

安
時
代
史
事
典
）
。
『
九
条
右
丞
相
遺
誠
』
の
発
言
な
ど
か
ら
見
れ
ば
、
師
輔
の

生
存
中
か
ら
す
で
に
そ
う
な
っ
て
い
た
と
考
え
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
し

か
し
、
頒
暦
全
体
を
具
注
御
暦
・
『
御
堂
関
白
記
』
の
規
模
に
す
る
に
は
三
倍

弱
の
用
紙
を
必
要
と
し
、
そ
れ
は
ま
ず
あ
り
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
具
注
暦

に
日
記
を
書
く
こ
と
の
で
き
る
者
は
ご
く
一
部
の
大
貴
族
に
限
ら
れ
て
い
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
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内
記
日
記
と
外
記
日
記
（
山
中
露
量
『
古
記
録
と
日
記
 
上
』
 
平

五
 
思
文
出
版
）

日
記
文
学
の
発
生
と
暦
、
（
平
安
文
学
研
究
 
三
一
 
昭
和
三
八
・
一

二
）注

2
所
曲
管
P
一
五
・
一
六
参
照
。

植
木
孝
次
郎
 
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
日
本
書
紀
①
』
解
説

平
成
六
 
小
学
館
）

飛
鳥
時
代
の
天
体
観
測
-
日
本
の
天
文
史
料
を
検
証
す
る
（
『
飛

鳥
時
代
の
天
文
学
』
 
昭
和
五
七
 
河
出
書
房
新
社
）

坂
本
太
郎
著
作
集
二
『
古
事
記
と
日
本
書
紀
』
（
昭
和
六
三
 
吉
川

弘
文
館
）

正
倉
院
文
書
中
の
具
注
暦
（
注
6
所
掲
書
所
収
）
 
 
 
 
 
 
 
 
コ

『
よ
み
が
え
る
古
代
文
書
！
漆
に
封
じ
込
め
ら
れ
た
古
代
社
会
』
 
巨

（
岩
波
新
書
 
平
成
六
）

 注

21345

日
本
思
想
大
系
『
律
令
』
（
昭
和
五
一
 
岩
波
書
店
）
頭
注
。

『
平
安
朝
日
記
と
逸
文
の
研
究
 
 
日
記
逸
文
に
あ
ら
わ
れ
た
る
平

安
公
卿
の
世
界
』
（
昭
和
六
二
 
桜
楓
社
）

『
上
代
史
籍
の
研
究
」
二
』
（
昭
和
三
三
 
吉
川
弘
文
館
）

儀
式
記
文
と
外
記
記
文
（
日
本
史
研
究
 
三
〇
二
）

外
記
と
殿
上
日
記
（
『
平
安
貴
族
の
世
界
』
 
昭
和
五
一
 
吉
川
弘

文
館
）

記
録
と
し
て
の
日
記
の
考
察
i
日
記
文
学
前
史
1


